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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成七年建設省令第二十八号） 

 

（計画の認定の申請） 

第二十八条 法第五条第三項第一号の耐震関係規定（第三十三条第一項において「耐震関係規定」という。）に

適合するものとして法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第

一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第五号様式による申請書の正本及び副本に、それぞ

れ、次の表の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

図書の種類 明示すべき事項 

（い） 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺及び方位 

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物

との別 

擁壁の位置その他安全上適当な措置 

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築

物の各部分の高さ 

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 

下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又

は処理経路 

各階平面図 縮尺及び方位 

間取、各室の用途及び床面積 

壁及び筋かいの位置及び種類 

通し柱及び開口部の位置 

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 

申請に係る建築物が建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十八条の二

（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百三十七条の四の

二に規定する基準に係る部分に限る。）の規定の適用を受けない建築物である

場合であって、当該建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の

模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分につ

いて行う同令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置 

基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第一条第三号に規定する

構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の材料の種別及び寸法 各階床伏図 

小屋伏図 

構造詳細図 

（ろ） 構造計算書 一 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算

により安全性を確かめた建築物の場合 

建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第一条の三第一項

の表三の（一）項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 

二 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算によ

り安全性を確かめた建築物の場合 

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の（二）項に掲げる構造計算

書に明示すべき事項 

三 建築基準法施行令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算

により安全性を確かめた建築物の場合 

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の（三）項に掲げる構造計算

書に明示すべき事項 

四 建築基準法施行令第八十一条第三項に規定する同令第八十二条各号及び同

令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建

築物 

建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の（四）項に掲げる構造計算
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書に明示すべき事項 

２ 法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようと

する建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物

又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第五号様式による申請書の正本及び副本並びに

別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第五号様式による申

請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を

明示した構造計算書及び当該計画が法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していること

を所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該計画が当該基準に適合していることを証する

ものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

建築物等 明示すべき事項 

木造の建築物又は木造と木造

以外の構造とを併用する建築

物の木造の構造部分 

各階の張り間方向及びけた行方向の壁を設け又は筋かいを入れた軸組の水平力に

対する耐力及び靱
じん

性並びに配置並びに地震力、建築物の形状及び地盤の種類を考

慮して行った各階の当該方向の耐震性能の水準に係る構造計算 

木造の構造部分を有しない建

築物又は木造と木造以外の構

造とを併用する建築物の木造

以外の構造部分 

各階の保有水平耐力及び各階の靱
じん

性、各階の形状特性、地震の地域における特性

並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算

並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷

重との和（建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の多雪区域においては、

更に積雪荷重を加えたもの）、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地

震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行

った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算 

３ 法第十七条第三項第三号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐

震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は前項の認定の申請

書の正本及び副本並びに別記第七号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第一条の三第一項

第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基づき特定行政庁（建築基準法第二条第三十五

号に規定する特定行政庁をいう。以下第五項及び第六項において同じ。）が規則で同法第六条第一項の申請書

に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

４ 法第十七条第三項第四号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐

震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認定の申

請書の正本及び副本並びに別記第八号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、

これらを所管行政庁に提出するものとする。 

図書の種類 明示すべき事項 

各階平面図 工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第三十一条第二項に掲げる装置の位置 

構造詳細図 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材料の種別 

構造計算書 応力算定及び断面算定 

５ 法第十七条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐

震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認定の申

請書の正本及び副本並びに別記第九号様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第一条の三

第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第六条第

一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するも

のとする。 

６ 法第十七条第三項第六号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐

震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認定の申

請書の正本及び副本並びに別記第十号様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第一条の三

第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第六条第

一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するも

のとする。 

７ 法第十七条第十項の規定により建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付が
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あったものとみなされるものとして法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画

について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の申請書の正本及び副本

に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通

知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

８ 前七項に規定する図書は併せて作成することができる。 

９ 高さが六十メートルを超える建築物に係る法第十七条第三項の計画の認定の申請書にあっては、第一項の表

の（ろ）項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを要しない。この場合に

おいては、建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。 

10 第三項の認定の申請書にあっては、建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る認定書の写しを添えた場

合には、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の（は）項及び同項の表三の（ろ）欄に掲げる構造計算

書を添えることを要しない。 

11 所管行政庁は、前十項の規定にかかわらず、規則で、前十項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨

を規定することができる。 

 

 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請） 

第三十三条 耐震関係規定に適合するものとして法第二十二条第二項の認定を受けようとする建築物について同

条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、そ

れぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類と

して所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

一 第二十八条第一項の表の（ろ）項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書 

二 国土交通大臣が定める書類 

図書の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺及び方位 

 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 

 擁壁の位置その他安全上適当な措置 

 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高

さ 

各階平面図 縮尺及び方位 

 壁及び筋かいの位置及び種類 

 通し柱及び開口部の位置 

基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要

な部分をいう。以下同じ。）の材料の種別及び寸法 各階床伏図 

小屋伏図  

構造詳細図  

２ 法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物

について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、

これをしなければならない。 

一 木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第十三号様式による申請書の

正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別

記第十三号様式に、それぞれ、第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に

掲げる事項を明示した構造計算書及び当該建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合

していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該建築物が当該基準に適合して

いることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するこ

と。 

二 別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類及び当該申請に

係る建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として所管

行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出すること。 
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３ 所管行政庁は、前二項の規定にかかわらず、規則で、前二項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨

を規定することができる。 

（平二五国交令八七・追加） 

（認定通知書の様式） 

第三十四条 所管行政庁は、法第二十二条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に

通知するものとする。 

２ 前項の通知は、別記第十四号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。 

（平二五国交令八七・追加） 

（表示等） 

第三十五条 法第二十二条第三項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 

一 広告 

二 契約に係る書類 

三 その他国土交通大臣が定めるもの 

２ 法第二十二条第三項に規定する表示は、別記第十五号様式により行うものとする。 

（平二五国交令八七・追加） 

（身分証明書の様式） 

第三十六条 法第二十四条第二項において準用する法第十三条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯す

る身分証明書の様式は、別記第十六号様式によるものとする。 

（平二五国交令八七・追加） 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請） 

第三十七条 法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第一項の規定により認定

の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第十

七号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しな

い建築物については別記第十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を

添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。 

一 建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第十八条第一項（同法第六十六条におい

て準用する場合を含む。）の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し（同法第十八条第二

項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該

認定の申請をすることを証する書類） 

二 第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計

算書 

三 当該区分所有建築物が法第二十五条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを所管行政

庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該区分所有建築物が当該基準に適合していないことを証

するものとして所管行政庁が規則で定める書類 

２ 所管行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則で、前項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない

旨を規定することができる。 

 


